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令和元年 11 月 8 日 R3 

１章 基準適合性 





１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

通信連絡設備について，事業指定基準規則第 27 条と再処理施設安全審査

指針 18 の比較により，事業指定基準規則第 27 条における追加要求事項を明

確化する。（第１表） 

【補足説明資料 1-1】 
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
2
7
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

1
8
 

比
較

表
（

１
／

３
）

 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
2
7
条

（
通

信
連

絡
設

備
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

工
場

等
に

は
，

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
工

場
等

内
の

人
に

対
し

必
要

な
指

示

が
で

き
る

よ
う

，
警

報
装

置
（

安
全

機
能

を
有

す

る
施

設
に

属
す

る
も

の
に

限
る

。
）

及
び

多
様

性

を
確

保
し

た
通

信
連

絡
設

備
（

安
全

機
能

を
有

す

る
施

設
に

属
す

る
も

の
に

限
る

。
）

を
設

け
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
解

釈
）

 

１
 

第
１

項
に

規
定

す
る

「
通

信
連

絡
設

備
」

と

は
，

制
御

室
等

か
ら

事
業

所
内

の
各

所
へ

の
操

作
，

作
業

又
は

退
避

の
指

示
等

の
連

絡
を

，
ブ

ザ

ー
鳴

動
等

に
よ

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
装

置
及

び

音
声

等
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

設
備

を
い

う
。

 

４
 

第
2
7
条

に
お

い
て

，
外

部
電

源
に

よ
り

動

作
す

る
通

信
連

絡
設

備
等

に
つ

い
て

は
，

非
常

用

所
内

電
源

系
統

（
無

停
電

電
源

を
含

む
。

）
に

接

続
し

，
外

部
電

源
を

期
待

で
き

な
い

場
合

で
も

動

作
可

能
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
指

針
1
8
）

 

１
．

制
御

室
等

は
，

事
故

時
に

も
従

事
者

が
接

近
し

又
は

留
ま

り
，

事
故

対
策

操
作

が
可

能

で
あ

る
よ

う
に

，
不

燃
設

計
，

換
気

設
計

，

遮
蔽

設
計

等
が

な
さ

れ
て

い
る

と
と

も
に

，

主
要

な
警

報
系

統
を

含
む

計
測

系
統

及
び

通

信
系

統
が

設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

第
１

項
に

お
け

る
「

多
様

性
を

確
保

し
た

通
信

連
絡

設
備

」
及

び
解

釈
４

項
に

お
け

る
「

外
部

電
源

を
期

待
で

き
な

い
場

合
で

も
動

作
可

能
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
に

つ
い

て
は

，
新

た
に

追
加

さ
れ

た
要

求
事

項
で

あ

る
。

 

上
記

以
外

に
つ

い
て

は
，

既
許

可
の

設
計

方
針

が
指

針
を

踏
ま

え
た

も
の

で
あ

る
と

と
も

に
，

新
た

な
規

則
に

相
当

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

第
１

項
の

規
定

は
，

指
針

か
ら

明
確

化
さ

れ
た

も
の

に
留

ま
る

。
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第
１

表
 

事
業

指
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基
準

規
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第
2
7
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と
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処
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施
設

安
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審
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1
8
 

比
較

表
（

２
／

３
）

 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
2
7
条

（
通

信
連

絡
設

備
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

２
 

工
場

等
に

は
，

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
再

処
理

施
設

外
の

通
信

連
絡

を
す

る

必
要

が
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

が
で

き
る

よ
う

，

多
様

性
を

確
保

し
た

専
用

通
信

回
線

を
設

け
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
解

釈
）

 

２
 

第
２

項
に

規
定

す
る

「
通

信
連

絡
を

行
う

必
要

が
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

が
で

き
る

」
と

は
，

所

外
必

要
箇

所
へ

の
事

故
の

発
生

等
に

係
る

連
絡

を

音
声

等
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

通
信

連
絡

設

備
及

び
事

業
所

（
制

御
室

等
）

か
ら

事
業

所
外

の

緊
急

時
対

策
支

援
シ

ス
テ

ム
（

Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ

）
等

へ

必
要

な
デ

ー
タ

を
伝

送
で

き
る

設
備

を
常

時
使

用

で
き

る
こ

と
を

い
う

。
 

（
指

針
1
8
）

 

１
．

制
御

室
等

は
，

事
故

時
に

も
従

事
者

が
接

近
し

又
は

留
ま

り
，

事
故

対
策

操
作

が
可

能

で
あ

る
よ

う
に

，
不

燃
設

計
，

換
気

設
計

，

遮
蔽

設
計

等
が

な
さ

れ
て

い
る

と
と

も
に

，

主
要

な
警

報
系

統
を

含
む

計
測

系
統

及
び

通

信
系

統
が

設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

第
２

項
に

お
け

る
「

再
処

理
施

設
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

が
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

が
で

き
る

」
，

「
多

様
性

を
確

保
し

た
通

信
連

絡
設

備
」

及
び

解
釈

４
項

に
お

け
る

「
外

部
電

源
を

期
待

で
き

な
い

場
合

で
も

動
作

可
能

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

に
つ

い
て

は
，

新
た

に
追

加
さ

れ
た

要
求

事
項

で
あ

る
。
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表
 

事
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基
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7
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と
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設
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査
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３
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事
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基
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2
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処
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施
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安
全

審
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指
針

 
備
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（
解

釈
）

 

３
 

第
２

項
に

規
定

す
る

「
多

様
性

を
確

保
し

た
専

用
通

信
回

線
」

と
は

，
衛

星
専

用
Ｉ

Ｐ
電

話
等

又

は
再

処
理

事
業

者
が

独
自

に
構

築
す

る
専

用
の

通

信
回

線
若

し
く

は
電

気
通

信
事

業
者

が
提

供
す

る

特
定

顧
客

専
用

の
通

信
回

線
等

，
輻

輳
等

に
よ

る

制
限

を
受

け
る

こ
と

な
く

使
用

で
き

る
と

と
も

に
，

通
信

方
式

の
多

様
性

（
ケ

ー
ブ

ル
及

び
無

線

等
）

を
備

え
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構
成

の
回

線
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い
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。
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連
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。
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8
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．
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又
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燃
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計
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換
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設
計

，

遮
蔽

設
計

等
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な
さ

れ
て

い
る

と
と

も
に

，

主
要

な
警

報
系

統
を

含
む

計
測

系
統

及
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信
系

統
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設
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ら
れ

て
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こ

と
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連
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と
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，
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備
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及
び

解
釈

４
項

に
お

け
る

「
外

部
電

源
を

期
待

で
き

な
い

場
合

で
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は
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新
た

に
追
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要
求

事
項

で
あ

る
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１．２ 要求事項に対する適合性 

通信連絡設備の設計に係る基本方針を以下のとおりとする。 

設計基準事故が発生した場合において，中央制御室から前処理建屋，分離

建屋等の再処理施設内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の

連絡を警報等により行うことができる装置及び音声により行うことができる

多様性を確保した所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

また，設計基準事故が発生した場合において，内閣府，原子力規制委員会，

青森県及び六ヶ所村等へ事故に係る通信連絡を音声等により行うことができ

る所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

所外通信連絡設備は，有線回線，無線回線又は衛星回線による多様性を備

えた構成の回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく使用可能な設

計とする。 

さらに，所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝

送できる設備として，データ伝送設備を設ける設計とする。 

これらの通信連絡設備については，運転予備用ディーゼル発電機，第１非

常用ディーゼル発電機及び充電池を用いることにより，外部電源を期待でき

ない場合でも動作可能な設計とする。 

所内通信連絡設備の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共

用するとともに所外通信連絡設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

所内通信連絡設備は，共用する設備に故障が発生した場合においても，多

様性を確保することから，共用により再処理施設の安全性を損なわない設計

とし，所外通信連絡設備は，再処理施設外との連絡手段に用いる設備であり，

再処理施設内の運転，監視に影響を及ぼすことがないことから，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。
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１．３ 規則への適合性 

（通信連絡設備） 

第二十七条 工場等には，設計基準事故が発生した場合において工場

等内の人に対し必要な指示ができるよう，警報装置（安全機能を有

する施設に属するものに限る。）及び多様性を確保した通信連絡設備

（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設けなければなら

ない。 

２ 工場等には，設計基準事故が発生した場合において再処理施設外

の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう，多様性

を確保した専用通信回線を設けなければならない。 

適合のための設計方針 

第１項について 

工場等には，設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対

し必要な指示ができるよう，警報装置（安全機能を有する施設に属す

るものに限る。）及び多様性を確保した通信連絡設備（安全機能を有す

る施設に属するものに限る。）を設ける設計とする。 

第２項について 

 工場等には，設計基準事故が発生した場合において再処理施設外の通

信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう，多様性を確保

した専用通信回線を設ける設計とする。
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２．設備等 

２．１ 設計の基本方針 

（１）所内通信連絡設備は，設計基準事故が発生した場合において，中央制

御室から再処理施設内の従事者に，必要な操作，作業又は退避の指示

等の連絡を警報等により行うことができる装置及び音声により行うこ

とができる設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室から，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵

建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の従事者に操作，作業又は退避

の指示連絡を行うことができる設計とし，中央制御室及び緊急時対策

所へ連絡を行うことができる設計とする。 

（２）所内通信連絡設備は，異なる方法により連絡できる設備や機器を備え，

多様性を確保した設計とする。 

（３）所外通信連絡設備は，有線回線，無線回線又は衛星回線による多様性

を確保した専用通信回線を用い，設計基準事故が発生した場合におい

て，再処理施設外の必要箇所へ事故に係る通信連絡を行うことができ

る設計とする。 

（４）所外通信連絡設備は，緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要な

データを伝送できる設計とする。 

（５）所外通信連絡設備は，有線回線，無線回線又は衛星回線による多様性

を確保した専用通信回線に接続することで，輻輳による制限を受ける

ことのない設備を設ける設計とする。 

（６）外部電源により動作する通信連絡設備については，外部電源が期待で

きない場合でも動作可能な設計とする。 
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（７）通信連絡設備のうち他施設と共用する所内通信連絡設備は，共用する

設備に故障が発生した場合においても，多様性を確保することから，

共用により再処理施設の安全性を損なわない設計とし，所外通信連絡

設備は，再処理施設外との連絡手段に用いる設備であり，再処理施設

内の運転，監視に影響を及ぼすことがないことから，共用によって再

処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

【補足説明資料2-9】 
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２．２ 主要設備の仕様 

通信連絡設備の仕様を第9.15－１表に示す。 
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第
9 .
1
5
－
１
表
 

通
信
連
絡
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２．３ 主要設備 

２．３．１ 所内通信連絡設備 

通信連絡設備は，所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備で構成する。 

（１）所内通信連絡設備

所内通信連絡設備は，設計基準事故が発生した場合において，中央制

御室から再処理施設内の従事者に連絡を行うため，ページング装置を

設置し，所内携帯電話及び専用回線電話を備える。また，ページング

装置は，再処理施設内各所の者への退避指示連絡を行うために必要な

警報機能を備える。 

【補足説明資料2-1，2-2，2-3，2-10】 

所内通信連絡設備のうちページング装置は，再処理施設内の各所にお

ける従事者に退避連絡又は操作連絡ができるよう，適切な数のスピー

カを設置する。

また，ページング装置は，竜巻注意情報が発せられた場合でも，一斉

放送機能を用いることにより，再処理施設内に退避連絡を行うことが

できる。 

所内通信連絡設備のうち外部電源により動作するページング装置は，

運転予備用ディーゼル発電機又は第１非常用ディーゼル発電機に接続

する。所内携帯電話は，運転予備用ディーゼル発電機に接続及び充電

池を用いることにより動作可能である。専用回線電話は，充電池を用

いることにより動作可能である。 

【補足説明資料2-11】 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，使用済燃料輸送容

器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ貯蔵管

理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建
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屋の従事者に連絡を行うために，所内携帯電話を備える。また，緊急

時対策所へ連絡を行うために所内携帯電話及び専用回線電話を備え，

中央制御室へ連絡を行うために所内携帯電話及び所外通信連絡設備の

一般加入電話を備える。 

【補足説明資料2-1，2-2，2-3，2-6】 

所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話は，ＭＯＸ燃

料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。 
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２．３．２ 所外通信連絡設備 

所外通信連絡設備は，設計基準事故が発生した場合において，中央制

御室又は緊急時対策所から内閣府，原子力規制委員会，青森県及び六

ヶ所村等へ事故に係る通信連絡を行うために，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原

子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話及びファクシミリを備える。中央制御室に設置する

一般加入電話は，輻輳による制限を受けることがないように災害時優

先回線を用いる。 

また，設計基準事故が発生した場合において，緊急時対策支援シス

テム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送するために，データ伝送設備

を設置する。 

【補足説明資料2-3，2-6，2-7，2-8，2-12】 

データ伝送設備は，計測制御系統施設，放射線管理施設及び火災防

護設備からデータを受信し、データ伝送を行う。 

所外通信連絡設備のうち外部電源により動作する統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，衛星携帯電話，ファク

シミリ及びデータ伝送設備は，運転予備用ディーゼル発電機に接続す

る。また，一般携帯電話は，充電池を用いることにより動作可能であ

る。 

【補足説明資料2-6，2-11】 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原

子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びフ
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ァクシミリは，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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２．４ 評 価 

（１）所内通信連絡設備は，操作，作業又は退避の指示連絡を行うための機

能を有しているため，設計基準事故が発生した場合において，中央制

御室から再処理施設内の従事者に連絡を行うことができる。また，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からは，使用済燃料輸送

容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯

蔵管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄物貯蔵

建屋の従事者に連絡を行うことができ，中央制御室及び緊急時対策所

に対しても連絡を行うことができる。 

（２）所内通信連絡設備は，異なる方法により連絡できる設備や機器を備え

ているため，多様性を確保している。 

（３）所外通信連絡設備は，多様性を確保した専用通信回線を用いるため，

設計基準事故が発生した場合において，内閣府，原子力規制委員会，

青森県及び六ヶ所村等へ事故に係る通信連絡を行うことができる。 

（４）所外通信連絡設備は，緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要な

データを伝送する設計としているため，緊急時にも必要なデータを伝

送することができる。 

（５）所外通信連絡設備は，多様性を確保した専用通信回線に接続している

ため，輻輳による制限を受けない。 

（６）通信連絡設備は，非常時に電源を供給できる運転予備用ディーゼル発

電機又は第１非常用ディーゼル発電機に接続すること，ディーゼル発

電機に接続しない通信連絡設備は充電池を用いることにより，外部電

源が期待できない場合でも動作可能である。 

（７）通信連絡設備のうち他施設と共用する設備は，所内通信連絡設備と所

外通信連絡設備に分類される。所内通信連絡設備は，共用する設備に
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故障が発生した場合においても，多様性を確保することから，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない。また，所外通信連絡設備は，

再処理施設外との連絡手段に用いる設備であり，再処理施設内の運転，

監視に影響を及ぼすことがないことから，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない。 
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３．試験・検査 

 所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備は，その健全性および能力を確

認するため，運転中又は停止中に試験又は検査を実施する。 
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